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「応援します！！ あなたの農業」

福島県農業振興公社だより

令和７年度ふくしま農業人フェアが開催されました。
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キビタンＣ福島県

福島県では、新規就農者を確保・育成するた
め県内各地でふくしま農業人フェアを開催して
います。本年度は、10月21日（火）に白河市
のはくしんホールにて県農業短期大学校と農業
高校向けの相談会を、また、11月9日（日）に
は会津若松市のアピオスペース、11月16日
（日）には福島市のアクティおろしまち、11月
24日（月・祝）には郡山市のビッグパレットふ
くしま、11月30日（日）にはいわき市のいわ
き産業創造館の4会場で、地元の農業生産法人
やＪＡ、市町村、県農林事務所などが出展し、
公社の就農支援課でも福島県農業経営・就農支
援センターのブースなどにおいて来場者の相談
に対応しました。

会津会場では20歳代から50歳代までの幅広
い年齢層の25名の来場があり、それぞれ自分の
ビジョンを頭に描きながら農業を始めるにはど
うしたらよいか、品目は何を選べばよいか、ど
のくらいの資金が必要か、どのような支援があ
るか、将来、親の農業経営を継ぐにはどのよう
な手続きが必要かなど様々な相談をいただきま
した。また、地元会場の開催日の都合がつかず、
郡山市から会津会場に来られた方もおり、県内

各地で複数回開催するメリットも感じられまし
た。
相談内容は必要に応じて相談カルテを作成し、

関係機関・団体と共有することにより、連携し
て継続的に対応することとしています。引き続
き、福島県における新規就農者の確保はもとよ
り、近年相談が増加している農業経営の法人化
や経営の継承の課題についても、きめ細かな対
応を図ってまいります。

いわき市会場の様子

会津若松市会場の様子

福島市会場の様子
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集積推進課・被災地域対策室

～遊休農地解消対策事業について～

遊休農地解消対策事業は、地域計画の実
現に向けて、公社が農地バンクとして遊休
農地を借り受け、整備して耕作者へ貸し付
けることで、地域の遊休農地解消と農地の
集約化を目的とした事業であり、今回はこ
の事業の活用事例を紹介します。
令和5年度に川俣町福田地区の5.3haの農

地で活用されました。事業実施前は、雑草
が繁茂して耕作できる状態ではなく、また、
段々畑となっており作業効率が悪い状況で

～機構集積促進利用条件整備支援事業について～

本事業の目的は、公社を通じて農業を担
う者等が借り受ける農地について、公社が
農業を担う者等が必要とする簡易な利用条
件整備を支援することにより、農業を担う
者等への農地の集積・集約化を図ることで
す。
対象工種は、①区画拡大工、②暗渠排水

工、③土層改良工、④畑作転換工、⑤その
他農地に係る整備として必要なものとなり
ます。
要件としては、①地域計画が策定されて

いる地域、②借受者が利用条件整備を希望

したが、除草、雑木の抜根及び撤去を行った
結果、耕作が可能となりました。また、借受
者が自ら重機を活用して整地を行うことで、
遊休農地の解消に合わせて作業の効率化に繋
がりました。
今年度は川俣町の小神地区で2.9haの農地

で事業が活用されています。現在、令和8年
度の事業活用について募集していますので、
詳細につきましては、公社へご相談ください。

していること、③事業対象農地の全てにおい
て、バンク事業が活用されている又は活用さ
れる見込みがあり、借受者が契約満了日まで
営農を継続すること、④事業実施後のバンク
事業の活用内容が、地域計画の内容と整合が
図られていること、⑤事業採択申請年度から3
カ年以内に、国補助事業等による基盤整備の
予定がないこと、となっています。
今年度は、福島市松川地域の農地1.1haで活

用され、農地の集積・集約化が図られました。
なお、事業詳細につきましては、公社へご相
談ください。

～地域まるっと中間管理方式について～

公社では、集落営農の手法の一つである
「地域まるっと中間管理方式」の導入を支
援しています。この方式は、集落内の農地
をまるごと全部機構（農地バンク）に貸し
出し、集落で立ち上げた法人にまとめて貸
し付ける方法です。 「できるうちは耕作
したい」自作希望の農家や地区の担い手が
法人の構成員となり、集落全体で農業・農
地を守っていく手法として注目されていま
す。
また、公社は独自事業として「集落営農支援事業」を実施しております。同方式を導入して

新たな集落営農法人の設立を目指す集落営農組織に対し、話し合いの経費などとして活動支
援金を交付する「地域まるっと中間管理方式導入支援事業」と、上記の支援を受けた集落営
農組織が法人化するために必要な経費として支援金を交付する「集落営農法人化支援事業」
があり、今年度は11月時点で「集落営農法人化支援事業」において3件の活用がありました。
なお、詳細につきましては、公社へご相談ください。



「農業経営の事業継承先進事例を学んできました！」
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就農支援課

福島県農地中間管理機構
福島推進拠点地域マネージャー

諸原 茂

農地バンクの現場から

いわゆる「団塊の世代」のリタイア時期を迎
え、県内では果樹経営者を中心に自身の農業を
廃業する動きが顕著となっている一方、新規就
農者数が本年度、過去最多の391名となり、特
産の「もも」や「日本なし」などの果樹経営を
目指す方も多くなっています。
就農支援課では10月29日から30日にかけて、

山形県の先進事例を視察してきました。29日は
同県大江町で先進農家を中心に町外からの移住
就農者を受け入れる「OSIN(おしん)の会」を
視察しました。同会名称の由来は、かつてテレ
ビドラマの「おしん(O)」のロケ地となったこ
とと、就農希望者(S)を積極的に受け入れる
(IN)意味を指しています。当日は、同会の渡辺
誠一会長と同町農林課の担当者からこれまでの
歩みなどをお聞きしました。会設立後12年経過
し、産地のすももやぶどう、ももの栽培にトラ
イする移住就農者が70名を超え、町人口の1％
おり、ほとんどの方が営農を継続されているこ
と、町が住む家の確保に積極的に協力している
ことなど素晴らしい取組でした。
翌30日は、寒河江市に移住し、さくらんぼ農

家として独立した若手農業者の方を訪ねました。
彼は、地域の担い手の高齢化により伐られてい
くさくらんぼの産地の行く末を案じ、自然を相
手にする農業に魅力を感じて移住し、山形県内
での独立就農を目指して研修生となりました。
研修中に研修親の園地の近隣で園主の他界によ
り廃業を考える継承元の農家さんと親交を深め、

研修1年間でさくらんぼ園約30ａを継承するこ
とが出来ました。就農後2年目となる今では、
近くの農家からさらなる園地の継承を希望され、
ももの苗木を植栽するなど、自らの夢実現に向
けて確かな歩みを進めています。ここに至った
のは、地元の市やＪＡをはじめ、県の農業普及
部署ややまがた農業支援センターの手厚い支援
があったことを力説されておられました。
福島県農業経営・就農支援センターでは本年

度12月から2月にかけて、県内4ヶ所で「ふくし
ま農業経営継承セミナー」を開催することとし
ています。同セミナーの詳細は、ふくのうＨＰ
にて発信していきます。積極的なご参加をお待
ちしています。

さくらんぼ農園現地視察の様子

令和7年4月から地域マネージャーとして県北
農林事務所に駐在し、福島市および川俣町（山
木屋地区を除く）を担当しています。
令和5年の法改正に伴い農地貸借の仕組みが

大きく変わり、農地中間管理機構をはじめ農業
委員会、市町村などの関係機関それぞれが担う
べき役割もまた変わりました。
しかしながら、これらの変更点についていま

だ多くの関係者の方々に周知徹底されていない
のが実状です。農地活用の推進には、関係機
関・団体が密に連携し、一丸となって取り組む
ことが重要ですが、そのためにも、まず地域計
画を基盤とした農地貸借の仕組みを土地所有者、
耕作者の方々に広く浸透させるべく、県農林事
務所・普及所の方々と共に日々活動しています。
私は前職では農業と全く関係のない製造業の

世界で約40年間を過ごしましたが、農産物も工業製
品も生産プロセスの管理が非常に大事、という点は
全く同じです。また、その一方で自分の力ではどう
にもできない自然と 日々戦わなければならない農業
の方がはるかに難しいということもひしひしと感じ
ています。
農地貸借に関わるサポートを通して、福島の農業

振興に少しでも役立てることができるよう、今後と
も活動していきたいと思いますので、どうぞよろし
くお願いいたします。



新規就農で地域に貢献！

あて先 〒960-8681
福島市中町８番２号福島県自治会館８階
公益財団法人福島県農業振興公社総務企画
課
ＴＥＬ 024(521)9834 ＦＡＸ 024(521)8277
ＵＲＬ https://www.fnk.or.jp

お
問
い
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せ

- 4 -

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農業者のみなさんへ

阿部 秀幸（４８）

編集後記

認定新規就農者

私は前職で建設業に従事し、30年間にわた
り現場管理や施工業務に携わってまいりました。
退職後は新たな挑戦として農業の道を志し、県
農業短期大学校にて長期研修を修了。現在は福
島県矢吹町にて「認定新規就農者」として地域
農業に貢献すべく活動を開始しております。

○農業を志したきっかけは何ですか。
幼少期に両親が営んでいた農業を手伝った経

験にあります。季節ごとの作業や収穫の喜びを
家族と分かち合った記憶が、心の奥に温かく
残っていました。子どもたちの成長をひとつの
節目と捉え、かねてより関心のあった農業の道
へ進むことを決意しました。

○農業振興公社の支援制度はどのように役立
ちましたか。
研修中に就農準備資金を利用し、農業機械の

導入、農業資材購入などの初期投資にかかる費
用に充てることができました。農地については、
農地かけはし事業を活用することで農地の賃借
料の負担がなく助かっています。これにより就
農初期の不安を軽減し、安定したスタートを切
ることができました。

○就農にあたって苦労したことはありますか。
就農にあたって最も苦労したのが、農地の確

保でした。私は地元出身ではなかったため、地
域の雰囲気や農地の様子を知るために自ら足を
運び、畑で作業している農業者の方々に声をか

けて情報収集を行いました。地域の皆様が親切
に対応してくださり、少しずつつながりが生ま
れてくることで、信頼関係づくりの大切さを実
感しました。
現在は収穫時期に出荷調製・収穫・袋詰めの

作業が集中することで作業量が一気に増え、作
業時間の確保と人手の確保が課題となっていま
す。今後は、作業の効率化や出荷体制の見直し、
必要に応じた機械化やパート雇用の検討などを
通じて、安定した出荷体制の構築を目指してい
きたいと考えています。

○今後の展望や挑戦したいことは何ですか。
今後は、農業経営の安定と収益性向上を目指

し、作付面積の拡大を計画しています。特に、
反収の高い品種の栽培面積を増やすことで、限
られた資源の中でも効率的な生産を実現したい
と考えています。品種選定や栽培計画を工夫し、
収穫時期の分散・調整を図ることで、出荷調製
や袋詰め作業の効率化にもつなげていきたいと
考えています。将来的には、地域との連携を深
めながら、持続可能で発展性のある農業経営を
築いていくことを目標としています。

最近やっと涼しくなってきたと思ったら、
あっという間に寒くなってしまいましたね。
いったい秋はどこにいってしまったので
しょうか。

さて、この編集後記を書いている頃、私
は卓球の大会前で緊張している頃だと思い
ます。きっとお腹痛いと言っているのでは
ないでしょうか。緊張するとお腹にくるタ
イプなので、いつも大会の1週間前から腹
痛がやってきます。そんな腹痛と戦いなが

らなんとか頑張ってほしいですね。頑張って
ください、自分。というわけで、全国大会目
指して頑張ります！

（松本）
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